
令和５年 11月 30日(木) ３年生対象 租税教室 

 

   11 月 30 日(木)６時限目に３年生を対象に「租税教室」が実施されました。 

  

目的： 次代を担う生徒が民主主義の根幹である租税の意義や役割を正しく理解し、社会の 

   構成員として税金を納め、その使い道に関心を持ち、更には納税者として社会や国の 

   在り方を主体的に考えるという自覚を育てる。 

 

  講師： 税理士 吉田裕幸事務所 吉田 裕幸 様 

 

  内容： 租税の歴史 

      社会に果たす税金の役割 

      我が国の財政 

      税金の種類 

      所得税の確定申告 

      税理士の仕事 

 

生徒は、公民科、家庭科、商業科等の授業で税について学習していますが、分かり易く、 

丁寧に説明いただき、さらに理解を深めることができました。 

 生徒からは「大変役立った。将来に活かしたい」という言葉がありました。 

 

 

 

 

 

 

 

 


